
技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

奈
良
県
規
則
第
三
十
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別表第一（第４条関係）職務の級 １級 ２級 ３級 ４級給料月額 給料月額 給料月額 給料月額円 円 円 円147,100 200,200 219,900 260,200148,100 201,200 221,000 261,400149,100 202,200 221,900 262,400150,100 203,000 222,800 263,500151,200 203,700 223,800 264,200152,300 205,200 225,100 265,200153,400 206,500 226,300 266,100154,400 207,600 227,400 267,000155,300 208,900 228,700 267,600156,400 209,600 230,300 268,300157,500 210,400 231,800 269,100158,600 211,100 233,000 269,900159,500 212,200 234,100 270,700160,600 213,100 235,300 271,500161,800 214,000 236,500 272,300162,900 214,800 237,400 273,100164,000 215,700 238,000 273,800165,400 216,700 238,400 274,800166,700 217,600 238,800 275,700167,900 218,500 239,300 276,500169,000 219,200 239,800 277,400170,200 220,000 241,100 278,000171,400 220,800 242,300 278,700172,600 221,400 243,200 279,400173,700 222,100 244,300 279,900175,200 222,600 245,500 280,600176,700 223,000 246,700 281,400178,200 223,500 247,900 282,100179,600 224,100 248,700 282,900181,000 225,100 249,800 283,800182,500 226,000 251,000 284,600184,000 226,600 252,100 285,400185,400 227,100 253,200 286,100187,100 228,100 254,100 287,000188,800 229,100 255,000 287,900190,500 230,100 256,000 288,800192,200 230,600 257,000 289,400193,300 231,700 257,800 290,200194,700 232,800 258,600 291,000195,800 233,800 259,500 291,800196,800 234,500 260,400 292,400198,200 235,500 261,300 293,400199,400 236,400 262,200 294,400200,600 237,200 263,200 295,300

技　能　労　務　職　給　料　表 職員 の区 分 号給123456
131415161718

789101112

252627282930

192021222324

373839404142

313233343536
4344



202,100 238,000 263,800 296,000203,100 238,800 264,700 296,900204,000 239,500 265,700 297,800205,100 240,100 266,600 298,600206,200 240,700 267,600 299,200207,200 241,600 268,400 299,800208,100 242,500 269,200 300,400209,100 243,300 269,900 301,100210,200 244,200 270,500 301,700211,200 245,100 271,300 302,500212,100 245,700 272,100 303,200213,000 246,400 272,900 303,900213,900 247,200 273,500 304,500214,500 247,900 274,400 305,200215,200 248,600 275,300 305,900216,000 249,200 276,200 306,500216,800 249,800 277,100 307,100217,300 250,600 278,100 307,800217,800 251,400 278,900 308,500218,300 252,000 279,800 309,100218,800 252,600 280,600 309,600219,400 253,100 281,400 310,100220,000 253,500 282,200 310,700220,500 253,900 282,900 311,300220,800 254,600 283,500 311,900221,100 255,100 284,300 312,300221,400 255,500 285,100 312,800221,700 255,800 285,800 313,300221,900 256,000 286,500 313,600222,300 256,300 287,200 314,100222,600 256,700 287,900 314,600223,000 257,100 288,700 315,000223,200 257,400 289,200 315,200223,700 257,800 289,700 315,500224,000 258,200 290,100 315,800224,300 258,600 290,500 316,100224,600 258,900 290,900 316,400224,900 259,200 291,300 316,700225,200 259,500 291,800 317,000225,500 259,700 292,300 317,300225,800 259,900 292,600 317,500226,100 260,100 293,100 317,900226,400 260,400 293,700 318,200226,700 260,700 294,200 318,400227,000 260,900 294,500 318,600227,400 261,100 295,000 318,900227,700 261,400 295,500 319,200228,000 261,600 295,800 319,500228,200 261,900 296,200 319,700228,500 262,200 296,700 320,000

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

495051525354
45464748

616263646566

555657585960

737475767778

676869707172

858687888990

798081828384
91929394



228,800 262,500 297,200 320,300229,100 262,700 297,700 320,500229,300 262,900 298,000 320,700229,600 263,200 298,400 321,000229,800 263,400 298,900 321,300230,100 263,700 299,400 321,500230,400 264,000 299,800 321,700230,600 264,200 300,200230,900 264,500 300,500231,200 264,800 300,800231,500 265,000 301,100232,000 265,200 301,500232,300 265,500 301,900232,600 265,700 302,300232,800 266,000 302,600233,200 266,300 303,000233,600 266,600 303,400233,900 266,800 303,700234,100 267,000 303,900234,600 267,300 304,200235,100 267,500 304,500235,600 267,700 304,700235,900 268,000 304,900236,300 268,300 305,200236,700 268,600 305,500237,000 268,900 305,700237,400 269,100 305,900269,300 306,200269,600 306,500269,900 306,700270,100 306,900270,300 307,200270,600 307,500270,900 307,700271,100 307,900271,300 308,200271,600 308,500271,900 308,700272,100 308,900272,300272,600272,900273,100基　　準給料月額 基　　準給料月額 基　　準給料月額 基　　準給料月額円 円 円 円194,600 205,700 224,200 245,000

979899100101102
9596

109110111112113114

103104105106107108

121122123124125126

115116117118119120

133134135136137 定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員

127128129130131132
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別
表
第
四
中
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に
改
め
る
。
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「

別
表
第
四
の
二
中
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「
を
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105
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」

に
改
め
る
。
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105

108

112
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137

137

137

137

」

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則

」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
規
則
第
三

条
の
規
定
は
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以

外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ

る
号
給
が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前

の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日

に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に

よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調

整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
任
命
権
者
の
承
認
を
得

て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け

る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
与
の
内
払
）

５

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
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